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(１)恵庭市いじめ問題再調査委員会の

設置 

 

(1) 市長による再調査の判断 

教育委員会より調査結果の報告を

受けた市長は、当該報告に係る重大

事態への対処又は当該重大事態と同

種の事態の発生を防止するため、再

調査が必要かどうかを判断する。 

なお、再調査が必要かどうかを判断

する際、いじめ問題調査委員会の調

査結果に疑義が生じた場合は、さら

に詳しい説明を教育委員会に求める

ことができる。 

（２）恵庭市いじめ問題再調査委員会

の設置 



 

 

 教育委員会より調査結果の報告を受

けた市長は、当該報告に係る重大事態

への対処又は当該重大事態と同種の事

態の発生を防止するため、必要がある

と認める場合は、（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

(２)再調査の結果を踏まえた措置等 

市長は、再調査を行ったときは、（以下、

省略） 

 

 

教育委員会より調査結果の報告

を受けた市長は、当該報告に係る重

大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生を防止するため、

再調査の必要があると認める場合

は、（以下、省略） 

（３）市長による再調査が必要ないと

判断した場合 

市長は、いじめの未然防止を図るた

め、いじめ問題調査委員会の提言を

踏まえいじめの防止等に真摯に取り

組むよう教育委員会へ通知を行う。 

（４）再調査の結果を踏まえた措置等 

市長は、再調査委員会による再調査

を行ったときは、（以下、省略） 

 

４ 調査結果を踏まえた教育委員会

の対応等 

(1)市長が再調査の必要がないと判

断した場合 

教育委員会は、市議会へ調査結果の

報告を行う。 

(2)調査報告書で提言された再発防

止策の実施 

教育委員会は、学校に対し、調査

報告書で提言された再発防止策につ

いて真摯に受け止め、いじめの防止

及び早期発見・早期対応及び組織的

対応の徹底などこれまでの対応の見

直し、再発防止策の確実な実施に取

り組むよう指導を行ない、学校の再

発防止の取組の進捗管理や検証を行

う。 
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〇重大事態の調査 

重大事態対応フロー図（差し替え） 
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